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秋
田
県
秋
田
工
業
用
水
道
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
一
号

秋
田
県
秋
田
工
業
用
水
道
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
秋
田
工
業
用
水
道
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
）

第
十
八
条

電
気
工
作
物
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
「
自
家
用
電
気
工
作
物

に
係
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基

づ
き
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

第
六
章

略

第
六
章

略

第
十
九
条
～
第
二
十
八
条

略

第
十
八
条
～
第
二
十
七
条

略

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


